
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと寄附金の仕組み（イメージ） 
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者
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小
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村
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地
方
公
共
団
体
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①小笠原村に寄附（2,000 円以上の場合） 

   ②受領証明書 

最
寄
り
の
税
務
署 

③受領証明書を添付して確定申告 

④所得税の還付 

住所地の市区町村 

連絡（確定申告をされた方） 

確定申告が不要なサラリーマン等が「住
民税の税額控除だけ」を受けようとする
場合は、住所地の市区町村への簡易申告
だけで可 

⑤住民税の税額控除(翌年度) 

寄付金控除の具体例 

給与収入 700万円（配偶者を扶養）の場合 

（所得税の限界税率 20％、個人住民税所得割額 371,500円） 

小笠原村に 30,000円寄附した場合 

2,000円 

控除対象外 
寄附者のご負
担となります 

5,600円 

所得税の還付 

住民時の税額控除 22,400円 

（内訳：基本控除 2,800円 特例控除 19,600円） 
（翌年度の住民税から差し引かれます） 


